
　１　基本方針の構成　

　空き家対策の基本方針（第２案） 資料１

基本目標

方向性

各施策・取組み

施策・取組みを検討するに

あたって、それぞれが目指

す方向性を示すものです。

「基本目標」を実現するた

め、「方向性」に沿って実施

するものです。空家等対策

計画に、より詳細な内容を

定める予定です。

府中市が目指す、空き家対

策後の“あるべき姿”を示す

ものです。
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　２　基本目標　

安心・安全な住環境

所有者や管理者による適正管理

行政・地域・関係団体の連携（協働による問題解決）

荒廃した空き家の発生を予防するとともに、現に存在している荒廃した空き家の適正管理を促

すことで、市民の安心・安全な住環境を確保する。（特定空家等を発生させない）

「適正管理は所有者・管理者の責務」との前提に立ち、行政は公益上必要な取組みを適切に

実施する。また、「助言・指導」及び「社会的な問題意識の高まり」により、所有者・管理者が責任

をもって管理を行う機運を醸成する。

空き家の把握や適正管理指導等において、行政が地域や関係団体と連携し、協働で問題解

決に取り組んでいく。“市場流通”を空き家問題の有効な解決策と捉え、関係団体との連携を進

める。（「その他の住宅」の割合を減らす）
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　３　方向性①（住居の状態に応じた対策）　

・ 市ホームページ等を活用した啓発

・ 木造住宅耐震診断・耐震改修等助成

・ 協議会委員への相談・連携

・ 相続に係る相談体制

・ 市ホームページ等を活用した啓発

・ 　「東京都における空き家の有効活用、適正管理等の推進に関する協定書」に

基づく相談体制の整備

・ 協議会委員への相談・連携

・ 相談があった場合の利活用検討　※詳細は５へ

・ 　「東京都における空き家の有効活用、適正管理等の推進に関する協定書」に

基づく相談体制の整備

・ 関係機関と連携した防火、防犯対策

・ 庁内で連携した所有者、管理者の把握

・ 特措法の運用（空家等対策協議会の運営）

・ 市ホームページ等を活用した啓発

・ 　「東京都における空き家の有効活用、適正管理等の推進に関する協定書」に

基づく相談体制の整備

・ 協議会委員への相談・連携

・ リスト化した情報をもとに定期的な適正管理指導

住居の状態 市の取組み（案）

居
住
中

１　空き家化予防
　（所有者・管理者への啓発）

荒
廃
し
た

空
き
家
の

解
消

２　空き家の流通
　（中古住宅としての市場流通）

４　空き家荒廃化の再発防止
　（所有者・管理者への啓発）

空
き
家
化

３　長期間の放置、荒廃化のおそれ
　（特措法に基づく措置の検討）
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　４　方向性②（用途に応じた対策）　 ※　空き家数の内訳は「Ｈ２５住宅・土地統計調査」より府中市分抜粋　　

【荒廃した空き家】

二次的住宅

１７０戸（１．１％）

賃貸用の住宅

１３，０１０戸（８４．２％）

その他の住宅

１，６００戸（１０．３％）

売却用の住宅

６７０戸（４．３％）

空き家

１５，４６０戸

「新築・中古を問わず、賃貸

又は売却のために空き家に

なっている住宅」であるため、

市場原理に委ねた解消を

促すとともに、市の定住化

促進策により、入居率・売

買成約数の向上を図ってい

く。

・ 「府中市まち・ひと・しごと

創生総合戦略」

・ 協議会委員への相談、

連携 など

このうち、さらに「市独自調査」により把握した【荒廃した空き家】は、

Ｈ２９．２．３時点で１１８戸。現に住環境に弊害を与えている住宅で

あるため、特措法に基づいた各種措置を視野に入れた適正管理指

導を積極的に行っていく。

「別荘やたまに寝泊りしてい

る人がいる住宅」であるため、

所有者・管理者による適正

管理を促す。

・ 市ホームページ等を活用

した啓発 など

「居住世帯が長期にわたっ

て不在、取り壊し予定の住

宅」であるため、市が積極的

に適正管理を促すとともに、

その方法等ついて相談があ

る場合は対応する。

・ 地域住民の見守りの目に

よる空き家の早期把握。

・ 関係機関と連携した防火、

防犯対策

・ 庁内で連携した所有者、

管理者の把握

・ 相談があった場合の利活

用検討 など

荒

廃

化
阻止
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　５　方向性③（空き家の利活用検討）

考え方 空き家の活用を希望する相談者への情報提供を行い、空き家が放置されることなく、継続して活用されるための支援を行う。

空き家の利活用相談

相談者

（相続空家等の所有者等）

府中市

府中市空家等対策協議会

都のモデル事業、その他の先進事例を参考に、適した方法を情報提供する

空き家の相談窓口
市・相談者への、専門的見地に基づく助言・協力等
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　６　方向性④（空き家の利活用検討　※公共目的）

住宅施策

福祉施策

子育て施策

地域コミュニ

ティの活性化

その他施策

空き家利活用

（公共目的）

住宅や福祉、子育て、地域コミュニティなど各部門における施

策を進める手段としての利活用を、個別事案ごとに検討する。
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